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EPOが Rule 71(3) EPC下の特許付与手続を簡略化するオプションを設定 

 

 

                            ２０１５年０７月０６日 
 

 

 

                            

１．はじめに 

現行の Rule 71(3) EPC 下の手続（特許を付与する旨の決定通知）によれば、 ”a 

communication under Rule 71(3)”を受領した場合、出願人は、審査部が提示する”proposed 

text”に同意するか、あるいは補正／訂正するかを選択することができます。 

 

上記の”proposed text” に同意せずに、補正／訂正をすることを望む場合、出願人は、”a 

communication under Rule 71(3)”に応答して補正書を提出します。なお、この段階では、ク

レームの他の２ヵ国語への翻訳文を提出したり、特許料および発行料を支払ったりする必要はあ

りません。 

 

 上記の出願人による補正／訂正を審査部が認めた場合、”a further communication under 

Rule 71(3)”が発行され、上記のクレーム翻訳文の提出、特許料の支払、及び発行料の支払いを

行うことが出願人に求められます。 

 

 このような現行の特許付与手続について、EPO は、Rule 71(3) EPC 下の特許付与手続に関

する 2015 年 6 月 8 日付の Notice を発行し、特許付与手続を簡略化できるオプションを設定

することを公表しました。 

 

 以下に、Rule 71(3) EPC下の特許付与手続が、上記オプションを利用することによって、ど

のように簡略化され、その結果、どのように特許付与手続の効率が向上するのか等について説明

します。 
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